
  
 
 

 
 
 
 

令和６年５月１０日に光が丘周辺地域小・中学校の学習環境のあり方検討協議会（以

下、検討協議会）から教育委員会に提出した、並木小学校の学校再編についての検討結果

報告書を踏まえ、市の対応方針が決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年９月発行 

voｌ.16 

裏面へ続きます 

・令和９年３月に並木小学校を閉校し、令和９年４月に弥栄小学校に再編 

・中学校の通学区域は弥栄中学校から変更なし 

・通学区域の変更にあたって、通学距離に課題が生じる区域に指定変更許可区

域※の設定を検討 

▶ 指定変更許可区域は、検討の結果、設定されないこともあります。今後、検討協議会で設

定する区域や期間を協議していきます。 

   ※ 指定された学校とは、別の指定した学校へ変更することができる区域 

※カラー版は市ホームページや 裏面のＱＲコードからもご覧いただけます。 

＜再編の概要＞ 

市 の 対 応 方 針 が決 定

【令和７年４月（青葉小再編後）の通学区域】 【令和９年４月（並木小再編後）の通学区域】 

学校再編による学習環境の整備期間を考慮し、令和９年４月を目途に、 

並木小学校を弥栄小学校に再編する。 

◎市の対応方針 



 

１ 再編にあたって生じる課題を解決していく必要があります。 

今後も検討協議会での検討を継続していくとともに、学校や行政が連携を図りながら対応

をしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保護者や地域の皆様に周知を行っていきます。 

・令和６年９月に並木小学校の在籍児童の保護者を対象に説明会を開催します。 

※日程等は学校から配布されている案内通知でご確認ください。 

・再編までの間、新入学説明会の場をお借りして、新１年生の保護者に周知していきます。 

・機を捉えて、まちづくり会議等で地域に説明を行っていきます。 

・今後の取組について、検討協議会ニュースで周知していきます。 

 

 

これまでの検討経過や検討協議会ニュースのバックナンバーは 

次の方法でご確認いただけます。 

１ 市ホームページ  

※右記の二次元コードからも該当ページへアクセスできます。 

２ ①市の行政資料コーナー、②光が丘公民館、陽光台公民館、 

③関係小・中学校 

事務局（お問合せ先）相模原市教育委員会 教育局 学務課 電話(直通)０４２－７６９－８２８２ 

 

第１９回 検討協議会 

【日時】令和６年９月５日（木）19 時から 

【場所】光が丘公民館 大会議室 

【内容】並木小学校の学校再編について、再編時期

を含めた対応方針を報告します。 

※どなたでも傍聴可能です。 

課題はどんなものが想定される？ 

・通学距離の延長 

・教科によって指導の順番が違う場合

がある 

・子どもたちの心のケア 

・必要な教室数の確保     など 

どうやって解決する？ 

・指定変更許可区域の設定を検討 

・学校間での引継ぎや、事前に交流行事を行

うなど、学校間連携の強化 

・スクールカウンセラーや教員配置への配慮 

・学校施設の改修          など 


